
王、カ リフも しくはスル タンー1920年 、シ リアはなぜ王政を選 んだのか?

【コ メ ン ト】

「王 制 ・カ リフ 制 ・ス ル タ ー ン制 」 へ の コ メ ン ト

佐藤 次高

早稲田大学

ラー フ ェ ク 氏 の 報 告 は19-20世 紀 を 主 た る対 象 に して い るの で 、 私 は歴 史 を さか の ぼ って イ

ス ラー ム史 の な か の 王 制 ・カ リフ制 ・スル タ ー ン制 を検 討 し、1920年 の シ リア で な ぜ 王 制 が

選 択 され た か を考 え てみ る こ とに した い 。

1.カ リ フ 権 の 性 格

632年 、 メ デ ィナ で 預 言 者 ム ハ ンマ ドが 没 した 後 、 ムハ ー ジル ー ン(メ ッカ か らの 移 住 者 た

ち)と ア ンサ ー ル(メ デ ィナ の 援 助 者 た ち)と の合 議 に よ っ て 、 ムハ ンマ ドの古 くか らの 友 人

で あ り、 かつ ク ライ シ ュ族 の長 老 で も あ る ア ブ ー ・バ クル(在 位632-634年)が 初 代 カ リフに

選 出 され た 。 預 言 者 は宗 教 的 権 限(dm)と 政 治 的権 限(mulk)と を併 せ 持 っ て い た が 、 ア

ブ ー ・バ クル は両 者 の うち政 治 的 権 限 だ け を継 承 した ので あ る。 した が って 、 この 点 に着 目す

れ ば 、 カ リフ権 の 本 質 は 後 の 大 ア ミー ル や スル ター ン と同 じ く 厂王 権 」 で あ った こ と にな る。

つ ま り歴 代 の カ リフ には 、 神 の 言 葉 を預 か る預 言 者 の資 質 は な く、 また そ の 啓 示 に も とつ い

て人 間 の行 為 を裁 く権 限 も与 え られ て い なか った。 コー ランやハ デ ィー ス(預 言 者 の言行 を伝 え る

伝 承)に も とつ い てイ ス ラー ム法(sharゴa)が 体系 化 され るの は9世 紀 頃 の こ とで あ るが、 この体

系化 を行 った の はカ リフや その側 近 で は な く、イ ス ラー ム諸学 に通 じた知 識 人 た ち(`ulam豆')で

あ っ た こ とに 注 意 しな けれ ば な らな い 。 い い か えれ ば 、イ ス ラー ム で は、 カ リフが 行使 す る 軍

事 ・行 政 権 と ウ ラマ ー の 立 法 ・司 法 権 と は、 当初 か ら明確 に 区別 され て い た の で あ る。

と ころ で カ リフ に は 、 そ の権 限や 性 格 を あ らわす 、 次 の よ うな3つ の称 号 が あ っ た 。 す な

わ ち

(1)ハ リー フ ァ ・ラス ー ル ・ア ッ ラー フ(khahfaras亘IAII互h)

(2)ア ミー ル ・ア ル ム ー ミニ ー ン(amTral-mu'minm)

(3)イ マ ー ム(im互m)

が それ で あ る 。

(1)は 「神 の 使 徒 の 後継 者 あ る い は 代 理 」 の 意 味 で あ り、 この ハ リー フ ァの 英語 訛 が カ リ

フ(caliph)で あ る こ とは よ く知 られ て い る。 こ の 用 法 に 従 え ば 、 第2代 目の カ リフ は 、 「神

の使 徒 の後 継 者 の 後 継者 」(ハ リー フ ァ ・ハ リー フ ァ ・ラス ー ル ・ア ッ ラー フ)と 呼 ば れ る こ と

に な るが 、 これ では 煩 わ しい の でハ リー フ ァ と略称 され た の で あ る。 なお 、ハ リー ファ ・ラス ー

ル ・ア ッ ラ ー フ の ラス ール を省 略 し、 カ リフ を直 接 「神 の 代 理 」 とす るハ リー フ ァ ・ア ッラ ー

フ の称 号 も早 くか ら用 い られ た が 、 こ の カ リフ権 神 授 の思 想 が多 くの 知 識 人 に よ っ て認 知 さ

れ るの は 、 ア ッバ ー ス 朝(750-1258年)時 代 に な って か らの こ とで あ っ た 。
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(2)は 「信徒たちの長」の意味であ り、ムスリム軍を率いて異教徒 と戦 う勇ましい軍司令

官の称号であった。 これは、聖戦(ジ ハー ド)と しての大征服を推進 した、第2代 カリフ ・ウ

マル(在 位634-644年)が はじめて採用 した称号である。一般にイスラーム国家の首長 といえ

ば、私たちはまずカリフ(ハ リーファ)を 思い浮かべる が、実際の歴史のなかでもっともよ

く使われたのは、ハリーファではなく、アミール ・アルムーミニーン(信 徒たちの長)と い う

勇ま しい称号であった。

(3)の イマームは 「礼拝の指導者」を意味するアラビア語である。各地のモスクで礼拝の

指導に当たる人物もイマームと呼ばれるが、カ リフがイマームとも呼ばれたのは、あくまでも

ムス リム全体の信仰生活を指導するという象徴的な意味においてであった。それ故、これをもっ

てカ リフにも 「宗教的な権限」が備わっていると考えるのは、カ リフ制の理解に混乱をもたら

すもとであろう。なお、シーア派ムス リムの最高指導者 もイマームと呼ばれるが、シーア派の

イマームはムハンマ ドの娘婿アリーの血統をひき、教義の決定権と立法権をもっばかりでなく、

その判断は絶対に不可謬であるとされていたことが特徴である。

2.カ リフ権 の承 認

アブー ・バクルが初代カ リフに選出されたとき、メディナのムス リムたちは、ひとりひとり

アブー ・バクルに対 してその権威を承認するバイア(bay`a)、 つま り 「忠誠の誓い」を行っ

た。もともとバイアとは、商取引が成立 したとき、双方の商人が互いに手を打ち合わせるアラ

ブの古い習慣を意味 していた。これが、ムハンマ ドの死を契機に、その後継者の権威の承認に

用い られたのである。これ以後、バイアは新 しく即位 したカ リフやスルターンを承認する、モ

スクでの一般的儀i式としてイスラーム世界に広く定着 していく。イブン・ハル ドゥーン(1332-

1406年)は 、『歴史序説』のなかで、「現在一般に行われているバイアは、地面に口づけ した

り、あるいは王の手や足や衣服の下縁に口づけした りす るペルシアの宮廷風の挨拶である」

(森本公誠訳、416頁 、一部改訳)と 説 明している。 ここには、モスクでムス リムが集団で行

うバイアに関する説明はないが、イスラーム世界の拡大につれて、忠誠の誓い(バ イア)も 個

人的な握手の形式か ら、集団による儀礼へ と変化 していったのであろう。

バイアによってムス リムの合意をえた新カ リフに対 して、その後もムス リム住民による定期

的な合意の儀式がくりかえされた。毎週、金曜 日正午に行われる集団礼拝時の講話(kh畦ba)

がそれである。説教壇(ミ ンバル)で 語 られるフ トバのテーマは様々であるが、どの講話でも

最後に 「このフ トバをカ リフ某の名において読む」 とい う締めくくりの言葉が語 られた。これ

は、初期イスラーム時代のカ リフが 自ら説教壇に立ってフ トバを行った名残であるが、いずれ

にせよ、金曜モスクを共有する地域住民たちは、説教者(ハ ティーブ)に よるこのフ トバを通

じて、1週 間に1度 、彼 らの支配者が誰であるかを確認 してきたのである。住民の間で現在の

支配者を否定する合意ができれば、「フ トバからカ リフの名を削除する」ことも行われた。い

いかえれば、フ トバか ら支配者の名を削ることは、地域住民が反乱を起こしたことを公に表明

する手段であった といえよう。

以上のように、新カ リフの承認 と正当化はバイア とそれに続 くフ トバによって行われ、これ
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らを実行するムスリムの集合体がイスラーム国家(dawla)の 核心部分を形成 した。 したがっ

てイスラーム国家は、国境が固定された領域国家 とは異なる原理のうえに成 り立っていたこと

になる。現実の歴史のなかでは、バイアが信者の自由意志ではなく、支配者側からの強制によっ

て行われることもあったに違いない。また、フ トバか らカリフの名を削れば、これは反乱の表

明であったから、地域の住民はとうぜん政府による弾圧の対象 となった。

しか しバイアやフ トバとい うイスラームに固有な慣行のなかには、ムスリム住民の意向がな

んらかの形で反映されていたことが重要であろう。これに対 して、たとえばエジプ ト古王国の

ファラオは、 「太陽神ラーの子」として神性をもつ絶大な権力者 とされ、帝国内の住民にはこ

の王権を否定する権限は与えられていなかった。またアケメネス朝のシャーハーンシャーは、

「神 とほぼ同等の権威」をもち、その権力は絶対的であった。 したがって宗教的な権限のない

イスラームのカリフ権は、古代オリエン トのファラオやシャーとは異なる、新 しい政治原理に

もとつく王権であったとみなすことができよう。

3.カ リ フ ・ス ル タ ー ン 体 制 の 成 立

9世 紀 に入 る とア ッバ ー ス 朝 の領 域 内 で は 、 イ ラ ン東 部 の タ ー ヒル 朝(821-873年)と サ ッ

フ ァ ール 朝(867-903年)、 エ ジ プ トの トゥー ル ー ン朝(868-905年)な ど、 バ グ ダー ドの カ リ

フ権 を否 定 す る独 立 王 朝 が あい 次 い で 樹 立 され た。 こ れ に よっ て ア ッバ ー ス朝 カ リフ の権 威 が

お よぶ範 囲 は縮 小 し、国庫 収 入 もい ち じる しく減 少 した。 ま た軍 隊 の 中核 を形 成 して い た ホ ラー

サ ー ン軍 は、 世 代 交 代 が 行 われ た結 果 、 カ リフ へ の 忠誠 心 を失 い は じめた 。 これ を補 うた め に

採 用 され た 奴 隷 のマ ムル ー ク軍 団 も、 しだ い に勢 力 を 蓄 え る と、 カ リフ の統 制 下 か ら離 反 す る

傾 向 をみ せ は じめ、 や が て 彼 らの主 人 で あ るカ リフ の改 廃 に ま で介 入 す る よ うに なっ た。

こ の よ うな 状 況 の も とで 、936年 、 カ リ フ はバ ス ラ 総 督 の イ ブ ン ・ラー イ ク を 大 ア ミー ル

(amTral-umar亘')に 抜 擢 し、 軍 隊 の指 揮 権 と徴:税権 を ゆだ ね る と共 に 、全 国 の モ ス クで カ リ

フ と大 ア ミー ル の名 が 唱 え られ る よ う命 令 を発 した。 「モ ス ク で名 を 唱 え る」 と は、 む ろ ん 金

曜 日の フ トバ に そ の名 前 を入 れ る こ とを 意 味 して い る 。 カ リフ が 軍 事 指 揮 権 と徴 税 権 に くわ

えて 、 フ トバ の権利 を も第 三者 に譲 渡 した の は 、イ ス ラー ム史 上 これ が は じめ て の こ とで あ っ

た 。

946年 、 バ グ ダー ドに入 城 した ブ ワイ フ家 の ア フ マ ドも、 同 じくカ リフ に よ っ て大 ア ミール

に任 じ られ 、 ム イ ッズ ・ア ッダ ウラ(「 王 朝 の 強化 者 」 の意 味)の 尊称(ラ カ ブ)を 与 え られ

た 。 イ ラ ン系 の ブ ワイ フ朝(932-1062年)は ザ イ ド派 を奉 ず る シ ー ア 派 政 権 で あ っ た か ら、

こ こに 軍 事 力 を もつ シ ー ア 派 の 君 主 が ス ンナ 派 のア ッバ ー ス 朝 カ リフを保 護 す る とい う、奇 妙

な 協 力 関係 が 成 立 す る こ と に な っ た。 シ ー ア 派 の 知 識 人 ビー ル ー ニ ー(973-1050年)は 、 こ

の よ うな事 態 の 出現 を 次 の よ うに記 して い る。 「国家(ダ ウ ラ)と 王 権(ム ル ク)は 、 ア ッバ ー

ス 家 か らブ ワイ フ家 に移 行 した。 ア ッバ ー ス 家 に残 され た の は 宗 教 的 な権 限(デ ィー ン)だ け

で あ る」。 先 に述 べ た よ うに 、 この 場 合 の 「宗 教 的 な 権 限 」 とは 、 もち ろ ん 預 言 者 ム ハ ンマ ド

が もっ て い た よ うな宗 教 的権 限 で は な く、 モ ス クで の 礼 拝 や メ ッカ巡 礼 な ど、宗 教 的 な諸 行 事

を 司 る象 徴 的 な 権 限 を さ して用 い られ て い る こ とは 明 らか で あ る。
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1055年 、 ブ ワイ フ朝 に代 わ っ て ス ン ナ 派 の セ ル ジ ュ ー ク朝 政 権 がバ グダ ー ド入 城 す る と、

カ リフ は そ の 首長 ト ゥグ リル ・ベ ク に 「名 誉 の ロー ブ 」(ヒ ル ア)を 与 え 、 全 国 の モ ス ク で は

「東 西 世 界 の スル ター ン(su1頓n)」 の名 が 唱 え られ た。 つ ま りセ ル ジ ュー ク朝(1038-1194年)

の バ グ ダー ド入城 を機 に 、 ア ッバ ー ス朝 カ リフが スル ター ンの 支配 に 正 当性 を 与 え、 スル ター

ンは カ リフ の地位 を保 護 す る新 しい政 治 体 制 、 つ ま りカ リフ ・スル タ ー ン体制 が成 立 した の で

あ る。

4.カ リ フ 制 ・ス ル タ ー ン 制 と イ ス ラ ー ム 法

9世 紀 頃 ま で に整 備 され た イ ス ラー ム 法(シ ャ リー ア)は 、 ムス リム と して の 正 しい 生 き方

を示 す 指 針 で あ る。 た だ シ ャ リー ア の 著 しい特 徴 は、 シ ャー フ ィイ ー 派 、ハ ナ フ ィー 派 、 マ ー

リク派 、ハ ンバ ル 派 な ど、 法 学 派 ご と に独 自の法 体 系 が あ り、 しか も 国家 内 で は これ ら複 数 の

法 体 系 が容 認 され 、実 際 に機 能 して い た こ とで あ る。 つ ま り一 つ の国 家 に一 つ の イ ス ラー ム法

が適 用 され るの で は な か っ た こ とに 注 意 しな けれ ば な らな い。た とえ ば オ ス マ ン朝(1299-1922

年)で は 、支 配 者 の オ スマ ン家 はハ ナ フ ィー 派 を王 朝 の法 学 派 と して 公 認 した が 、 支 配 下 の シ

リアや エ ジ プ トで は 、他 の法 学 派 に属 す る ム ス リム が 多数 お り、各 学 派 の法 律 に よ る裁 判 が行

われ た。 いず れ にせ よ 、カ リフ に はイ ス ラ ー ム法 に も とつ い て統 治 す る義 務 と権 限 が あ り、大

ア ミー ル や スル タ ー ン は カ リフか らイ ス ラ ー ム法 施 行 の権 限 を譲 り受 け て統 治 に 当た っ た の で

あ る。

ハ ナ フ ィー 派 の 法 学 者 ア ブ ー ・ユ ー ス フ(731頃 一798年)は 、 『租 税 の 書 』 の 冒頭 で 次 の よ

うに述 べ る。 「信 徒 の 長(カ リフ 、ハ ー ル ー ン ・ア ッ ラシ ー ド)は 、私 に1冊 の 総合 的 な書 物

を執 筆 す る よ うに求 め られ た。 そ れ は 、 カ リ フが こ の書 に よ っ て 地租(ハ ラー ジ ュ)、 十 分 の

一 税(ウ シ ュル)
、 喜 捨(サ ダ カ)、 人 頭 税(ジ ャ ワ ー リー)を 徴 収 し、 ま た それ に必 要 な 監督

と業 務 を行 うた め で あ る。 カ リフ は これ に よっ て 臣 民 に ふ りか か る 不 正 を 取 り除 き、 彼 らに福

利(ma§la与a)を もた らす こ とを望 ま れ た の で あ る 」。 これ に よれ ば 、 カ リフ に よ る統 治 の 目

的 は 、 イ ス ラー ム 法 に規 定 され た税 を徴 収 し、 正 しい 政 治 を行 うこ とに よっ て 、 臣 民 に福 利 を

も た らす こ とに お か れ て い た。

この よ うに カ リフ 政 治 の本 質 は イ ス ラー ム 法 の施 行 に よ る公 益(マ ス ラバ)の 実現 に あ り、

カ リフ か ら政 権 を 譲 渡 され た 大 ア ミール や ス ル ター ンに は 、 カ リフに 代 わ っ て この種 の 政 治 を

実行 す る こ とが 求 め られ た。 言 い換 え れ ば 、 イ ス ラ ー ム 法 を執 行 す る主 体 で あ るカ リフ か らそ

の権 限 を譲 渡 され る こ とに よ って 、 大 ア ミー ルや スル ター ンの 地位 は正 当化 され た こ とに な る。

カ リフ が 実 権 を失 っ て か ら もな お ス ンナ 派 ム ス リム の 象 徴 と して 存 続 した の は 、 現 実 の 王 権 を

正 当 化 す る うえで カ リフ の 存 在 が 不 可 欠 だ っ た か らで あ る。1258年 、 モ ン ゴル 軍 の バ グ ダ ー

ド攻 略 に よ っ て ア ッバ ー ス 朝 の カ リフ 体 制 は 消滅 した が 、1261年 、 マ ム ル ー ク朝(1250-1517

年)の 第5代 スル タ ー ン ・バ イ バ ル ス(在 位1260-77年)は 、 ア ッバ ー ス家 の カ リフ を カ イ ロ

に 擁 立 した 。 カ イ ロの カ リフ制 は16世 紀 初 頭 ま で 存 続 す るが 、 これ も 、 スル ター ン権 力 を 正

当化 す る うえで 、 ア ッバ ー ス 家 の 血 を ひ くカ リフの 存 在 が 有 効 だ とみ な され た か らで あ る。
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王、カ リフも レくはスル タンー1920年 、シ リアはなぜ王政 を選ん だのか?

以上のように、カ リフ制にせよ、スルターン制にせよ、イスラーム法にもとつく政治を基本

にしていた。 したがって、1920年 に、もしカ リフ制あるいはスルターン制を選択 したとすれ

ば、人々は当然イスラーム法にもとつく政治を思い浮かべたはずである。 しか し当時の政治状

況は、このような伝統的な統治形態ではな く、西欧流の近代法にもとつく複合的な民族国家の

樹立に傾いていた。 こうみて くれば、20世 紀初頭に、カ リフ制でもな く、スル ターン制でも

なく、王制が選択されたのはいわば当然の結果であったともいえよう。
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